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第22回

1. 判決の確定
2. 判決の内容的効力（既判力、執行力、形成力）
3. 外国判決の効力
4. 既判力の作用
5. 客観的範囲（114条） ・時的範囲（民事執行法

35条2項）



T. Kurita 3

判決の形式的確定力（116条）

判決に対する通常の不服申立方法がなくなった
時に、判決は確定したという。

判決が通常の方法ではもはや取り消され得ない
状態に入り、これを判決の効力と見て、形式的
確定力という。



T. Kurita 4

判決の確定を遮断する通常の不服申立方法
（116条）

控訴、上告、上告受理申立て（318条1項）
特別上告(327条1項)は含まれない。

手形・小切手訴訟における異議申立て(357条・
367条2項) その後に控訴が可能

少額訴訟における異議申立て（378条1項）
その後に控訴の余地がない（380条1項）
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確定判決に対する訴え

確定判決を取り消しあるいは変更するためには、特
別上告（327条）のような上訴形式の手段を除外す
れば、特別な訴えによらなければならない。次の2
つがある。

1. 再審の訴え（338条）

2. 定期金による賠償を命じた確定判決の変更の
訴え（117条）
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覊束力

訴えの提起から判決の確定に至るまでの手続の中で、
複数の裁判所が関与する場合に、ある裁判所がした
裁判が他の裁判所を拘束する効力。

1. 移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束す
る（22条）

2. 上級審が原判決の破棄・取消理由とした判断
は、下級審を拘束する（325条3項・裁判所法4
条）

3. 原判決が適法に確定した事実は、上告審を拘
束する（321条）
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判決の内容的効力

既判力 後の訴訟の裁判所を拘束する効力

執行力

1. 狭義の執行力 判決で命じられた義務内容
を強制執行によって実現できる効力

2. 広義の執行力 裁判に基づき公の機関に対
して、強制執行以外の方法で、その内容に適
合する状態の実現を求めることができること。
例:登記を命ずる判決

形成力 判決で宣言されたとおりに法律関係
を変動させる効力
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仮執行宣言（259条・260条）

判決の内容的効力は、判決の確定のときに生ず
るのが原則である。判決の内容的効力を判決確
定前に発生させ、狭義または広義の執行を可能
にするためには、特別の宣言が必要である。そ
の宣言を仮執行宣言という。

特に重要なのは、狭義の執行力を発生させるた
めの仮執行宣言であり、通常は、これである。
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外国判決の効力（118条、民執法24条）

118条所定の承認要件を充足する場合には、日
本の判決手続において、日本の裁判所の判決と
同様の効力が認められる。

執行手続においては、外国判決に基づいて執行
するためには、承認要件が充足されていること
を確認したうえで下される執行判決が必要であ
る（民執法24条）。
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既判力の意義と根拠

意義 既判力は、後訴の裁判所に対して、確
定判決と矛盾する判断を禁ずる訴訟法上の効果
である（通説。別の見解もある）

根拠

1. 必要性 紛争解決という制度目的の実現の
ために既判力を認める必要がある。

2. 許容性（正当化根拠） 当事者には、自己
に有利な判決を得るために、公正な裁判所に
おいて公正な手続で弁論をなす地位が認めら
れている（手続保障）。
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制度的効力としての既判力

既判力は、紛争解決という制度目的の実現のた
めに、当事者の善意・悪意といった主観的要素
を含まない比較単純で明確な要件が充足される
と、一律に作用するものである。

そうでなければ、当事者としては、紛争が解決
されたのか否かが不明瞭となり、再訴を誘発す
ることになりやすい。
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既判力の標準時（基準時）

判決主文中の判断は、当事者が裁判の基礎資料
である事実を提出することができる最終時点
(事実審の口頭弁論終結時)における法律関係に
ついての判断である。

既判力の標準時前に存在した事由でもって、既
判力ある判断を争うことは許されない。

既判力の標準時後に発生した事由を主張して、
既判力ある判断を争うこと（現在の法律関係が
標準時における法律関係と異なることを主張す
ること）は許される。
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図解

ＸのＹに対する貸金返還請求訴訟

請求認容判決の確定

事実審の口頭弁論終結

弁済

弁済

後の訴訟でこれを主張すること
は、既判力により禁止される

後の訴訟でこれを主張すること
は、既判力により禁止されない
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既判力の作用

積極的作用 裁判所は、既判力のある判断を
審理・裁判の基礎としなければならない。

消極的作用 当事者が既判力のある判断を争
うために標準時前の事実を主張することは許さ
れず、たとえ当事者がしても、不適法な攻撃・
防御方法として却下される。
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前後の訴訟物の関係から見た既判力の作用

基本類型として次の3つがある

1. 同一関係

2. 先決関係

3. 矛盾関係

既判力の作用の仕方の類型であり、これに限ら
れるわけではない。
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同一関係

第1訴訟 Ｘ Ｙ所有権確認請求

第2訴訟 Ｘ Ｙ所有権確認請求
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先決関係

第1訴訟 Ｘ Ｙ所有権確認請求

第2訴訟 Ｘ Ｙ
所有権に基づ
く明渡請求
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矛盾関係

第1訴訟 Ｘ Ｙ所有権確認請求

第2訴訟 Ｘ Ｙ所有権確認請求
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先決関係と矛盾関係の複合

第1訴訟 Ｘ Ｙ所有権確認請求

第2訴訟 Ｘ Ｙ
所有権に基づく
明渡請求
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抗弁で主張される権利関係

第1訴訟 Ｘ Ｙ賃借権確認請求

第2訴訟 Ｘ Ｙ
所有権に基づく
明渡請求

私には賃借
権がある
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既判力ある判断に抵触する判決

前訴判決の既判力に反する判決が下された場合
には、当事者は上訴によりその取消しを求める
ことができる。

既判力に抵触する判決が確定した後では、再審
の訴えによりその取消しを求めることができる
が（338条1項10号）、取り消されるまでは、後
で確定した判決の既判力ある判断が最新の判断
として優先する（同項8号に注意）。
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既判力の双面性

既判力は、当事者の有利にも不利にも作用する。

Ｘ Ｙ建物の所有権確認請求

土地所有者

建物収去土地明渡請求

請求認容

ＹＸ

建物は、自分の
ものではない

この主張は、前訴判決の既
判力により許されない
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最判昭和32.6.7（ダイヤの帯留事件）

Ｘ Ｂ
Ｙ

ダイヤ入り帯留の
売却委任契約

委託者 受託者

契約解除

Ｘ Ｂ

Ｙ

被告等は原告に対し
45万円を支払え」

Ｘ Ｙ

請求認容判決確定。しかし、分割債務

22万5000円支払

支払なし

残額支払請求

連帯債務だ（商法511条）
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判旨

債権者が数人の債務者に対して金銭債務の履行
を訴求する場合、連帯債務たる事実関係を何ら
主張しないときは、これを分割債務の主張と解
すべきである。

ある金額の請求を訴訟物（分割債務）の全部と
して訴求して、その全部につき勝訴の確定判決
を得た後、その請求は訴訟物（連帯債務）の一
部にすぎなかった旨を主張して残額を訴求する
ことは、許されない。
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請求の趣旨の書き方

分割債務の場合
「被告等は原告に対し45万円を支払え」。

連帯債務の場合
「被告等は、各自、原告に対し45万円を支払
え」

Ｘ
Ｙ1

Ｙ2

45万円

45万円
全部で45万円
受領できる
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標準時後の形成権の行使

ＸのＹに対する所有権確認請求訴訟

口頭弁論終結・請求認容判決確定

取消権発生

Ｙが取消権を行使して、判決で認められ
たＸの権利を争うことはできるか？

ＹがＸにだまされて、Ｘ
に不動産を安く売った
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見解の対立

遮断肯定説－判例・通説 標準時前に存した
取消権を標準時後に行使することは既判力によ
り遮断される。

遮断否定説－少数説（中野説） 標準時後の
取消権の行使は、既判力によって遮断されない。
債務者側の執行妨害、争訟の蒸返しの策謀は、
訴訟上の信義則により封ずれば足りる。

そのほかにもいくつかの新しい見解がある。
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最判昭和５５年１０月２３日

[場面] 売買契約による所有権の移転を請求原因とする買
主からの所有権確認訴訟が係属した場合に、

[要件] 売主が右売買契約の詐欺による取消権を行使するこ
とができたのにこれを行使しないで事実審の口頭弁論が
終結され、右売買契約による所有権の移転を認める請求
認容の判決があり同判決が確定したときは、

[効果] もはやその後の訴訟において売主が右取消権を行使
して右売買契約により移転した所有権の存否を争うこと
は許されない。
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判例・多数説

形成権の種類ごとに、標準時後の行使が既判力によ
り遮断されるか否かを決定する。

1.遮断される形成権 取消権、解除権、白地
手形の補充権（最判昭和５７年３月３０日。反
対の見解も有力）

2.遮断されない形成権 相殺権、建物買取請求
権（最判平成７年１２月１５日）
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既判力の生ずる判断

既判力は、判決主文中の判断に限り生ずるのが
原則である（114条1項）。

理由中の判断には生じないのが原則である
前提問題は当事者間で審判の最終目標とされた
ものではないから、この点の判断に既判力を認
めることは、処分権主義に反する。理由中の判
断に既判力を発生させたい当事者は、中間確認
の訴え（145条）を提起すべきである。
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例外 相殺の判断（114条2項）

相殺の抗弁について判断がなされた場合に、こ
の判断に既判力を認めないと、訴求債権の存否
についての紛争が反対債権の存否の紛争として
蒸し返され、判決による紛争解決が実質的に意
味を失う場合がある。

そこで、一挙にこの点を解決する趣旨で、反対
債権の不存在について既判力が認められている。
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図解

Ｘ Ｙα債権支払請求

もしα債権の存在が認めら
れるのであれば、自分のＸ
に対するβ債権と相殺する

裁判所が両債権の存在と相殺を認めて、請求を棄却。

Ｘ Ｙβ債権支払請求

α債権はもともとなかったから、β債
権が相殺により消滅することはない


